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Ｅ－15 
事前調査について、分析調査を必ず行わなければならないのですか。 

（令和５年１月13日追加） 

【答】 

書面による調査及び現地での目視による調査により解体等工事が特定工事に該当するか否かが明

らかにならなかったとき※は、分析による調査を行う必要があります。 

ただし、当該解体工事が特定工事に該当するものとみなして、法及びこれに基づく命令中の特定

工事に関する措置を講ずる場合は、分析調査を実施する必要はありません。 

 

※ 事前調査の方法は、Ｅ－13をご覧ください。 


